












































はじめに

身体的発達と精神的発達の不均衡、情緒不安定、自主性の発達に伴う大人社会や権威主義

への反発などに加えて、性的関心の急激な高まり、性行動の活発化など、一生の間でも最

も変化の著しい時期が思春期である。そのために、思春期の子供を大人のミニチュアであ

るというように単純に理解することは誤りであり、しかも思春期が大人へ向けての準備期

間である以上、この時期に起こった問題は、思春期の適切な対応が求められている。

WHO(世界保健機関)でも、十代妊娠の増加への対応に迫られ、「思春期の人々のヘルスニー

ズ」を主題とする専門委員会が組織され、1977 年に報告書を提出している。その中で、

健全な発育と発達を目指して出生前から始まる予防的保健サービスが必要であるとし、家

族計画、小児のケア、保健面での家族訓練や、コミュニティーでの保健サービスに思春期

の子供自身を参加させ、ピアカウンセリング(仲間同士の相談活動)プログラムを開発する

ことなどが提言されている。思春期相談はこのような思春期のヘルスニーズに答えるため

の手段として、近年注目を集めるようになった。厚生省も従来の母子保健対策から一歩踏

み込んだ健全母子育成事業を昭和 59 年度からスタートさせたが、これは、性や心の問題

で悩んでいる思春期の男女と親を対象に、電話相談や個別面接による相談事業を行おうと

いうものである。以来全国各地で思春期への関心が急速に高まっている。思春期の子を持

つ親を対象とした思春期教室、子育て経験の乏しい子供たちのための体験学習(別項参照)、

日本家族計画協会の思春期クリニックへの運営費補助など、思春期をテーマにした母子保

健事業が積極的に進められている。また平成 4 年度からは商学 5、6 年生を対象として性

に関する指導が拡充されたこともあって性教育を含めた思春期への対応についての議論が、

地域全体の問題として起こっている。

ここでは、厚生省の健全母性育成事業を中心に思春期相談の現状を紹介するとともに、問

題点や今後の課題について検討し、思春期保健相談事業の更なる発展を願いたい。


